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Ⅰ　はじめに

　今日世界中で爆発的に普及しているコン
ピューター・ネットワークという表現媒体は，
従来の新聞や放送等のメディアと異なり，「国
家を越えて誰にでも開かれている」とともに，

「情報を発受信することが，それほどの費用を
負担することなく誰にでも行える」ことができ
るために，「誰でもが表現活動を行い，他の人と
意見を交換し，さまざまな議論を行いながら，
社会的な真理に到達する道」，つまり表現の自
由の中核的な価値を実現する機会を社会に広く
提供している 1 ）。しかし，一方で，表現の自由
を行使する機会が広く提供されるようになった
ために，名誉毀損やわいせつ表現など問題ある
表現が発信され他者の権利が侵害される状況が

増加している。それゆえ，今日では，刑事処罰
等を通じてネットワーク上の問題ある表現の受
信が規制されたりするなど，ネットワーク上の
表現活動を抑制する動きもみられている。
　もっとも，ネットワーク上の問題ある表現を
規制する場合，従来のように法令を通じて表現
者に直接働きかけようとしても，匿名性など
ネットワークの特性が原因で十分に機能しない
ことがありうる 2 ）。それゆえ近年では，ネット
ワーク上の問題ある表現に対して，法規制より
もコードを通じた規制，つまりネットワークの
特性や技術を通じた規制のほうが効果的である
との見解が示され，その見解の是非を巡る議論
がなされるようになってきている。そして，そ
のようなコードを通じた規制は憲法との関係で
も問題となる場合がある。すなわち，国家が法
令等でプロバイダーや技術者にコードの利用を
義務づけて間接的に特定の表現を規制しようと
する場合である。
　本稿ではこのような，国家による，コードを
通じた間接的な規制がネット利用者の憲法上の
権利，特に表現の自由との関係から可能である
のかについて検討していきたいと考える。コー
ドを通じた規制に関しては現状，プロバイダー
による規制かソフトウェアによる規制 3 ）が具
体的に考えられるが，本稿では特に後者に焦点
を当てたい 4 ）。すなわち，名誉毀損表現やわい
せつ表現など問題ある表現がネットワーク上で
発信されることを防ぐために，それらの表現を
自動的に検出，削除するフィルタリングなどの
ソフトウェアの導入を国家が法令等で義務づけ
たり推奨したりすることが表現の自由を侵害す
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るのかという問題についてである。
　この点につき，わが国では，2009年にいわゆ
る「青少年インターネット環境整備法」が施行
され，同法を通じて18歳未満の青少年に携帯
電話のインターネット接続を提供する携帯電話
会社が有害情報フィルタリングサービスの提供
を原則として義務づけられるなど，青少年に有
害な表現に対してはソフトウェアを通じた間接
規制がすでに実施されているが，その利用に関
する法的な論議は必ずしも十分になされてきた
とはいえない状況にある 5 ）。他方，アメリカ合
衆国では，2001年に「児童インターネット保護
法（Children’s�Internet�Protection�Act）」が成
立し，連邦政府から支援を受けている公立図書
館等のコンピューターにフィルタリングソフト
ウェアの導入が義務づけられたことに関して連
邦最高裁の判決が下されており，また，同国の
学者がコードを通じた規制の可否について以前
から積極的に主張してきたのもあって，そのほ
とんどは青少年に有害な表現に対する規制との
関係で論じられるにとどまっているものの，わ
が国よりは活発に議論されている 6 ）。そこで本
稿では，米国のこれらの議論も比較参照しなが
ら，ソフトウェアを通じた規制の可否を検討し
ていきたいと考える。

Ⅱ　コード論

　ソフトウェアを通じた規制を検討するにあ
たって，まず，そもそもなぜネットワーク上の
表現に対してそのような規制がなされることに
なるのかあるいは問題になるのか，その議論の
中心となっているコード論について簡単にみ
ていきたい。コード論については，すでにわが
国でも多くの学者が紹介しているところであ
るが，アメリカ合衆国の法学者であるローレン
ス・レッシグが中心となって主張している。
　 レ ッ シ グ に よ る と，人 間 の 行 動 を 規 制
す る 要 素 と し て は，「 法（Law）」，「 規 範

（Norm）」，「市場（Market）」，「アーキテクチャ
（Architecture）」およびそれを構成する「コー

ド（Code）」の 4 つが挙げられるという。たとえ
ばネットワーク上の場合，「法」は，名誉毀損法
や著作権法などを通じ，法的権利の侵害に対す
る事後処罰を明らかにすることで，ネット利用
者の活動を規制している。一方で，「規範」は，
メーリングリストで話しすぎたときに共通迷惑
フィルタに入れられ自動削除されてしまう場合
など，コミュニティの何らかの共通理解のもと
でネット利用者の活動を規制する。そして，「市
場」は広告業者による人気サイトへの広告料な
ど市場のニーズと関連した規制であり「アーキ
テクチャ」および「コード」は，ウェブサイトへ
アクセスする前のパスワード入力など，ネット
ワークを形作っているソフトウェアおよびハー
ドウェアを通じた規制である。これらは相互に
依存しあっており，それぞれの規制はお互いに
支持したり打ち消し合ったりする 7 ）。
　そして，ネットワーク上においては特に

「アーキテクチャ」および「コード」が自由に対
する脅威になり得るとレッシグは主張する。す
なわち，現実の空間ではその環境のほとんどに
対して手出しできないが，ネットワーク上では
プログラミングやコーディングなどの技術を
もってその環境を構築することができる。それ
ゆえ，現在のネットワークが匿名性などを確保
し表現活動に対する国家や企業からの干渉を
排除している表現媒体であったとしても，その
アーキテクチャおよびコードが技術者を通じて
書き換えられて，表現の自由を規制しやすい環
境に変えられてしまうことがありうる 8 ）。
　また，表現活動に対するこのような間接的な
規制は国の政治的な責任を不透明にして民主主
義に反することにもなりうるとレッシグは主張
する。つまり，国が医師たちに対して患者に中
絶を勧めないように指示を下した場合にどちら
が患者の中絶を規制した責任を負うのか患者側
が混乱するのと同様に，国がアーキテクチャお
よびコードを技術者に書き換えるように指示を
下して表現を規制する場合にはその責任者が国
にあるのか技術者にあるのか規制を受ける側か
らは把握できなくなってしまう 9 ）。
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　さらに，このようなネットワーク上のコード
を通じた規制については，干渉を受けにくい
コードにするかあるいは受けやすいコードにす
るかを国民が自ら選択することで解決しなけれ
ばならず，法廷や政府に解決を求めることは期
待できないとの見解をレッシグは示している。
なぜなら，法廷においては，憲法が明白に想定
しておらずまた技術の進歩など不確定要素が多
いネットワーク上の諸問題に対して何らかの判
断を下せば政治的な責任が生じるため，裁判官
がその判断を回避しようとしている。また，憲
法は国家を対象とした法であると伝統的に位置
づけられているため，大学や企業のような国家
ではない組織が本来構築しているネットワーク
上で生じた権利侵害に対しては，憲法を適用す
ることが困難になっている。一方，政府におい
ては，その構成員である議員たちが，選挙費用
を確保するために，法を曲げてまで資金提供者
の便宜を図ろうとする結果，公益を実現すると
いう本来の役割が果たされなくなっている。な
お，これら期待できない状況に対してレッシグ
は，それでもなお法廷は自由の価値観を守るよ
うな議論を主張するかあるいは問題提起すべき
であり，政府は市民の討論を通じた合理的な意
見に基づき方針を決定すべきであると主張して
いる 10）。

Ⅲ　ソフトウェアによる規制─日本─

　コードを通じた規制に関する論議は以上の
レッシグの主張を中心に展開されているが，実
際にコードを通じた規制がインターネット上の
表現活動などに対してなされているのであろ
うか。表現の自由など憲法上の権利との関係で
問題となるのは，レッシグも危惧しているよう
に，国家がコードを通じて間接的に国民の言論
活動等を規制する場合，より具体的には法令等
でソフトウェアの導入を義務づけて都合の悪い
表現を排除しようとする場合である。そこで次
に，このような法規制に関するわが国の現状を
みていきたいと考える。

1 ．青少年インターネット環境整備法の概要
　わが国では，2009年にいわゆる「青少年イン
ターネット環境整備法」が施行され，青少年に
有害な表現に対してソフトウェアを通じた規制
がなされている 11）。同法では，青少年の安全な
インターネット利用が可能になって青少年の
権利擁護に資する目的のもと，青少年有害情報
フィルタリングソフトウェアの性能向上や利用
普及の措置に関する規定が置かれている（第 1
条）。具体的には，国および地方公共団体，青少
年のインターネットの利用に関係する事業者等
は，青少年が家庭内でインターネットを利用す
る場合の青少年有害情報フィルタリングソフト
ウェアの利用普及に必要な施策を講じなければ
ならない（第14条，第16条）。そのうえで，携帯
電話インターネット接続役務提供事業者は，提
供契約の相手方や携帯電話端末等の使用者が青
少年である場合，少年の保護者が青少年有害情
報フィルタリングサービスを利用しない旨を申
し出ない限り，フィルタリングサービスの利用
を条件として，提供しなければならない（第17
条）。また，インターネット接続役務提供事業
者も，接続役務の提供を受ける者から求められ
れば，フィルタリングソフトウェアまたはフィ
ルタリングサービスを提供しなければならない

（第18条）。一方で，インターネットと接続する
機器で青少年に使用されるものを製造する事業
者は，フィルタリングソフトウェアを組み込む
などフィルタリングサービスの利用を容易にす
る措置を講じて機器を販売しなければならない

（第19条）。さらに，青少年有害情報フィルタリ
ングソフトウェアを開発する事業者等は，閲覧
制限の情報を，青少年の発達段階などに応じて
細かく設定できるようにするソフトウェアの開
発やサービスの提供の努力義務が課せられてい
る（第20条）。

2 ．�青少年インターネット環境整備法に対す
る評価

　以上のように，青少年インターネット環境整
備法は，フィルタリングソフトウェアの導入な
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どを企業や技術者に義務づけ，青少年の情報受
領権等を制約することで発信者の通信の自由や
表現の自由を実質的に制約しており，国家がソ
フトウェアを通じて間接的に国民の表現の自由
を規制する一例であるといえる 12）。これらの規
定につき，裁判所はいまだに判断を示していな
いが，方々から様々な意見が提示されている。
たとえば，海野敦史は，発信する行為そのもの
が禁止されるわけではないため，そのような措
置が表現の自由等を侵害することにはならない
としており，表現の自由に対するフィルタリン
グソフトを通じた規制は侵害というレベルには
達していないと評価している 13）。一方で，藤村
明子らは，フィルタリングが導入され一定のコ
ンテンツの閲覧が遮断されれば，発信された情
報が受信者に到達することが妨げられて表現の
自由が侵害されることになると主張する 14）。
　また，松井茂記は，政府が積極的に関与して
企業や技術者に自主規制を促す行為は本来の自
主規制とはいえず，政府による法的規制を企業
等に肩代わりさせる行為で，表現の自由に照ら
して疑問であるとの意見を示している 15）。同様
に，鈴木秀美も，このような規制について，国
家と企業等が癒着する可能性がある，国家が自
主規制を装い表現の自由を過剰に制約するおそ
れがあると指摘する。そのうえで，「インター
ネット上の表現の自由を尊重しつつ，自主規制
の活用，教育による利用者のリテラシーの向上
と言ったソフトな対策が志向されるべきであ
り，かりに法的規制を課すとしても，自主規制
の実効性確保という観点からの規制に限定すべ
きである」と主張する 16）。
　以上の指摘などをまとめると，青少年イン
ターネット環境整備法については，フィルタリ
ングの導入などの義務が企業等の自主規制とい
えるにとどまるレベルであれば青少年保護のた
めに許容されるが，自主規制といえない程度に
まで国家が積極的に企業等に関与しているので
あれば，インターネット利用者の表現活動を実
質的に侵害しているために憲法違反になるとい
うのが大方の評価であるといえよう。

Ⅳ　�コードを通じた規制─アメリカ合
衆国─

　一方，アメリカ合衆国では，わが国よりも早
い時期から，連邦最高裁がフィルタリングソフ
トウェアを通じた規制について言及しており，
また，その判決を受けて，特定の公共図書館等
に対してフィルタリングソフトウェアを義務づ
ける規定が設けられるに至っている。そこで次
に，アメリカの現状についてみていきたい 17）。

1 ．児童オンライン保護法違憲訴訟
　まず，連邦最高裁がフィルタリングソフト
ウェアに言及した判決として，2002年の子ど
もオンライン保護法違憲訴訟が挙げられる。
児童オンライン保護法は未成年者にとって有
害な表現を商業目的でインターネットを通じ
て配布することを禁じ，児童を保護すること
を目的としており，1997 年の Reno�v.�ACLU
連邦最高裁判決 18）において 1996 年通信品位
法（Communication�Decency�Act,�CDA）が 違
憲であるとの判断を受けた反省から設けられ
た規定である。なお，Reno判決で問題となっ
たのは，ネットワークを通じ，「わいせつな

（obscne）」，「 下 品 な（indecent）」，「 明 ら か に
不快な（patently�offensive）」通信を故意に未
成年者に対して発信した者に刑事罰を科すと
いう規定であった 19）。Reno判決で連邦最高裁
は，インターネットが，放送のような稀少性，
家庭への侵入性，政府によって規制されてきた
歴史は認められないとして，放送以外の表現媒
体で採用される厳格審査基準のもと，「未成年
者を有害情報から保護する」という立法目的は
やむにやまれる政府利益であるが，規制する通
信の範囲が非常に曖昧であり，過度に広汎でも
あるなどを理由に，連邦地裁の違憲の決定を支
持した �20）。そこで，連邦議会は翌年，児童オン
ライン保護法（Child�Online�Protection�ACT;�
COPA）を制定し，刑事罰の対象を未成年にとっ
て有害な表現としたうえで，その表現を，①通
常人が，そのときの地域共同体の基準を適用し

ソフトウェアを通じた間接的な表現規制の可否に関する検討 
-青少年に有害な表現に関するフィルタリングの導入義務づけに関する論議などを手がかりとして-

無断転載禁止 Page:4



17

Oct.�2016 ソフトウェアを通じた間接的な表現規制の可否に関する検討

た場合において，全体として未成年者の好色的
興味に意図的に訴えており，②実際のあるいは
想像の性的行為を明確かつ不快に描写してお
り，③未成年者にとって重大な芸術性や政治性
に欠いた表現と定義した。そして，この規定に
対し，ACLU（アメリカ自由人権協会）らが修正
第 1 条に違反するとして執行差止めを求めたた
め，連邦裁判所において憲法判断がなされるこ
とになった 21）。
　この請求について，連邦控訴裁判所は，イン
ターネットに対する規制の合憲性につき厳格審
査基準が適用されると判断されたReno判決を
確認したうえで，地域共同体の基準を適用する
ことが過度に広汎な規制であるとして，連邦地
裁の違憲決定を支持した。すなわち，インター
ネット上の表現は世界中のネット利用者が閲覧
できるため，利用者の居住地域に応じて表現の
発信を規制することは現在の技術では困難であ
り，地域共同体の基準を用いようとすれば，最
も制限的な基準を採用する地域共同体の基準に
従うことになるのは明らかであるから，COPA
の規定は過度に広汎となりうると判断した �22）。
　この決定に対し，連邦最高裁の相対多数意見
では，未成年者に有害な表現かどうかを地域共
同体の基準をもって確定すること自体は修正第
1 条に違反せず，この基準のみから過度に広汎
であると判断することはできないため，そのほ
かの根拠等を検討する必要があるとして，連邦
控訴裁に差し戻す判断が下された 23）。
　そこで連邦控訴裁は再びCOPAの違憲性に
つき判断することになり，最終的に，修正第 1
条に違反するとの連邦地裁決定を支持する判決
を下すことになったが，この判決ではフィルタ
リングソフトウェアに関する言及がなされて
いる。すなわち，連邦控訴裁は，COPAが違憲
であることの根拠として，政府がCOPAよりも
フィルタリングソフトを利用したほうが表現の
自由に対してより制限的でないということを否
定するための証明に成功していないとの判断を
下した。つまり，フィルタリングソフトウェア
の利用については，親の自主的な判断に委ねら

れているし，外国のウェブサイトにまで効果を
及ぼすことができる点でCOPA以上に効果的
である。他方で，COPAが規定する，クレジッ
トカードを利用した年齢認証は成人に容認でき
ない負担を課しているので，近い将来の技術的
発展にも期待して，より制限的でない手段であ
るとの考えを示している 24）。
　また，連邦最高裁も連邦控訴裁と同様にフィ
ルタリングソフトウェアがより制限的でない
手段であると判断している。すなわち，フィル
タリングソフトウェアは，カード情報など個人
情報を提供させることなく，未成年に対しての
み表現を制約でき，あらゆる表現を犯罪として
非難することがないため，インターネット上の
表現の萎縮効果を排除，緩和できる。加えて，
国外から発信された有害情報の遮断も可能で
あり，ウェブを通じたコミュニケーションに限
らずEメールも含むすべてのインターネット
上のコミュニケーションにも対応できるので，
COPAよりも効果的である。そして，政府はこ
れらフィルタリングソフトウェアの可能性を否
定できていないとして，下級審の決定を支持し
ている 25）。
　もっとも，ブライヤー裁判官の反対意見で
は，フィルタリングソフトウェア導入に関する
問題点も指摘されている。すなわち，①フィル
タリングソフトウェアの機能は不完全であっ
て，いくつかの問題ある表現はフィルタから漏
れてしまう，②どの家庭もフィルタリングソフ
ト導入にあたって費用がかかる，③フィルタリ
ングの効果を及ぼすためには，親が子どものイ
ンターネットの利用場所を把握したり，利用場
所を強要したりしなければならないが，それら
は現実的に不可能である，④フィルタリングソ
フトウェアは正確性に欠けており，価値ある表
現まで規制されるおそれがあるといった点で
ある 26）。それゆえ，家庭や学校等で自由にコン
ピューターを使用でき，それらのコンピュー
ターにすでにフィルタリングソフトウェアがイ
ンストールされているような状況でない限り，
フィルタリングの導入がより制限的でない規制
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とはいえず，そのような使用状況を政府が実現
することも不可能であるから，フィルタリング
の導入を推奨することは憲法では要請されてい
ないとの考えが示されている 27）。

2 ．児童インターネット保護法違憲訴訟
　また，政府は，公共図書館がインターネット
にアクセスするための整備に関する助成を受け
る条件として 28），インターネットに接続するコ
ンピューターすべてにつき，未成年者に有害な
映像的描写を遮断するためのフィルタリングソ
フトウェア等技術的保護手段の運用などを義務
づける児童インターネット保護法（Children’s�
�Internet�Protection�Act,�CIPA）を制定した。
同法の特徴としては，インターネット上の表現
の発信者に対する刑事罰等を通じた直接的な規
制ではなく，受信者が利用する小中学校や図書
館等を対象とした助成金の給付条件という形式
での規制であり，また，成人の利用者が誠実な
調査などを目的としてインターネット利用を申
し出た場合には，図書館はフィルタリングを解
除できることも規定されていた。この規定に対
し，全米図書館協会やフィルタリングによって
遮断されたサイト運営者等が，憲法で保護され
た表現に利用者がアクセスすることを阻害する
として訴訟を提起した 29）。
　まず，連邦地裁では，フィルタリングソフト
ウェアが，その索引精度が低いうえに，ウェブ
ページが急速に増加しているために，過小なブ
ロックになってしまっていること，憲法上で保
護されたすべての表現へのアクセスを許可しな
がら，未成年に好ましくない表現のみを遮断す
ることは技術的に不可能であること，最先端の
フィルタリング技術の状況や急速に拡大するイ
ンターネットの性質を鑑みて，近い将来にフィ
ルタリングの精度が技術的に解決されるとも考
えられないことなどを理由として，CIPAは違
憲無効であるとの判断が下された 30）。
　この連邦地裁の判断に対し，連邦最高裁の相
対多数意見でははじめに，公共図書館は，私的
な発言者による見解の多様性を促進するためで

はなく学習や研究などを促進するために，必要
かつ適切な品質を備えた資料を利用者に提供す
る裁量が広く認められており，伝統的または指
定的パブリック・フォーラムには該当しない。
また，その裁量は書物に限らずインターネット
のアクセスでも同様であるため，館内ではポル
ノの書物が不適切であることを理由にすでに排
除されている以上，インターネット上でも同じ
理由でポルノがブロックされてもよく，厳格審
査（strict�scrutiny）で違憲性を判断した連邦地
裁には同意できないとの立場を示した 31）。加え
て，インターネット上の表現は膨大であり変化
も急速であるため，これらの表現から適切な表
現とそうではない表現を逐一分離していくのは
不可能であり，図書館がそのような判断方法を
拒否して特定のカテゴリーの内容を含む表現を
一括して排除する方法を採用することはまった
く合理的であるとした 32）。一方，連邦地裁が指
摘するように，フィルタリングソフトウェアが
憲法上保護される表現まで過大にブロックし
たり，ブロックされたウェブページに未成年に
とっても成人にとっても無害な表現が含まれて
いたりすることもある。しかし，これらの問題
については，CIPAが図書館の職員に対し，誠実
な研究目的やそのほかの合法目的のもと，フィ
ルタリングを解除してその表現にアクセスでき
るようにする権限を与えているため，利用者は
単に図書館に対してフィルタリングを無効にす
るよう申請することで解消できる 33）。以上など
を理由に，CIPAは修正第 1 条が保障する表現
の自由を侵害しておらず，助成を受ける公共図
書館に違憲な条件を課しているわけではないた
めに有効であるとして，連邦地裁に差し戻す判
決が下された 34）。また，ブライヤー裁判官によ
る同意意見においても，フィルタリングソフト
ウェアはわいせつなど未成年に有害な表現を除
外するという正当な目的を達成するための安く
効果的な手段を提供している。確かに，現在の
技術水準においては，完全に合法な表現まで過
大にブロックしたり，フィルタリングによって
検出すべきわいせつな表現がブロックできな
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かったりすることもある。しかし，より優れた
手段を誰も提示しておらず，多数意見でも述べ
られているように，ブロックしたサイトへのア
クセスを成人に許可できる規定が設けられてい
るため，CIPAは憲法上の要請を充たしている
との考えが示されている 35）。
　ただし，スティーブンス裁判官による反対意
見では，CIPAは，個々の図書館職員が審査で
きない，莫大な量の価値ある表現に成人がアク
セスすることを無遠慮かつ全国的に規制してい
るが，これらの表現のほとんどは憲法的に保護
すべき表現であるため，違憲な制約であるとの
考えも示されている 36）。すなわち，望ましくな
いサイトであるか否かを特定の言語の有無に
よって判断するフィルタリングソフトウェアに
依存すれば，必然的に未成年にも成年者にも無
害な何千ものサイトがブロックされることにな
る。また，ブロックされた理由が「ポルノ」など
特定の言語を含んでいるからであると結論づけ
ることが通常人ではできない。それゆえ，この
ような過大なブロックは表現の自由を制約して
おり，その制約は違法な言論を抑制する利益や
未成年者を有害な表現から保護するという利益
では正当化できない 37）。加えて，フィルタリン
グが解除されるまでは，図書館の利用者は何が
ブロックされているか知ることはできず，それ
ゆえにフィルタリングを解除すべき表現がある
かどうかも知ることができないため，好奇心旺
盛な利用者以外の多くはブロックされた表現へ
のアクセスを諦めることになる。したがって，
表現を可能な限り広く発信したいという，ウェ
ブサイト作成者の利益は侵害されることになる
し，フィルタリング解除への対応が各図書館で
疑いもなく異なるために法の一律的な効果も見
込めないことから，単なる確認的な規定と捉え
ないと，保護された表現への成人のアクセスに
対する明白な事前抑制として判断しなければな
らなくなるとの考えが示されている 38）。
　また，スーター裁判官による反対意見では，
フィルタリングの解除について，CIPAでは「誠
実な」調査そのほかの合法的な目的の申請を受

けた場合に図書館がフィルタリングを解除「で
きる」と規定している。しかし，解除の請求に
関しては，無条件に認めないと，図書館の職員
に誰がアクセスできるかの判断を委ねることに
なってしまう。結果として，広汎かつ不確実な
判断が下されて萎縮効果が生じるし，図書館も
法の意図を解釈する際に混乱するとの指摘がな
されている 39）。

Ⅴ　検討

1．小括および検討課題
　以上の通り，日米いずれにおいても，プロバ
イダーや技術者にフィルタリングソフトウェア
の導入を義務づける法令が実際に規定されてお
り，国家がインターネット上の表現を直接規制
するのではなく，民間の技術を通じて規制する
アプローチがすでに採り入れられている。
　わが国では，いわゆる「青少年インターネッ
ト環境整備法」のもと，携帯電話インターネッ
ト接続役務提供事業者に対し，青少年に接続
サービスを提供する際のフィルタリングサービ
スの導入を義務づけているとともに，インター
ネットと接続する機器で青少年に使用される
ものを製造する事業者に対し，フィルタリング
サービスの利用を容易にする措置を講じた機器
の販売を義務づけており，民間の技術を通じて
青少年に有害な表現への規制がなされている。
このような規制が表現の自由に対する侵害にな
りうるかについて裁判所では確固とした判断が
いまだに示されていないが，学説では，国家に
よる関与の程度によって判断すべきとの主張が
なされており，民間企業等の自主規制にとどま
る程度の関与であれば合憲，そうでなければ違
憲であるとの評価が示されている。
　他方，アメリカ合衆国では，青少年に有害な
表現に対する，フィルタリングソフトウェアを
通じた規制やその評価がわが国よりも積極的に
なされている。特にCIPAでは，インターネッ
トにアクセスするための整備に関する助成を
受けようとする公共図書館に対して，インター
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ネットに接続するすべてのコンピューターに
フィルタリングソフトウェアの導入などを義
務づけている 40）。このような，青少年に有害な
表現に対する，民間の技術を通じた規制につい
て，連邦最高裁や学説では以前から議論されて
おり 41），年齢認証システム等ほかの技術よりは
表現の自由への影響は少ないとみて肯定的に評
価する見解が示されている一方で 42），現代の技
術レベルではフィルタリングは表現を過大にブ
ロックしてしまうか，過小にブロックしてしま
うことになるとみて否定的に評価する見解も示
されている 43）。
　もっとも，青少年に有害な表現へのフィルタ
リングソフトウェアを通じた規制に関するこれ
らの議論では，名誉毀損的表現等ほかの有害な
表現に対してフィルタリングを導入する場合に
おいてもこれらの指摘がそのまま妥当するのか
についてはほとんど言及されていない。また，
問題ある表現を直接に規制する場合との違いに
ついても明らかにされていない。そこで本稿で
は，青少年に有害な表現へのフィルタリングを
通じた規制に関するこれらの考え方が，はたし
て名誉毀損的表現等ほかの問題ある表現にも援
用できるのか，および，表現に対する直接的な
規制と間接的な規制の間に差異があるのかと
いった問題に焦点を当てて検討していきたいと
考える。

2 ．�青少年に有害な表現へのフィルタリング
を通じた規制の援用可能性

　青少年に有害な表現に対するフィルタリング
ソフトウェアを通じた規制が名誉毀損的表現等
ほかの問題ある表現にも援用可能であるかにつ
いて検討するにあたっては，青少年に有害な表
現に対する規制目的と名誉毀損的表現などに対
する規制目的を比較する必要がある。つまり，
前者の目的が後者の目的よりも重要な価値であ
れば後者への援用可能性は否定的に評価せざる
をえないし，前者と後者が同等の価値であれば
援用可能性は肯定的に評価できることになる。
　そこでまず，青少年に有害な表現に対する規

制の目的であるが，わが国の青少年インター
ネット環境整備法第 1 条では，青少年にとって
安全なインターネットの利用が可能になるこ
とで青少年の権利擁護につながる旨が規定さ
れている。また，最高裁も，いわゆる岐阜県青
少年保護育成条例事件において，青少年に有害
な表現を規制する目的について意見を述べて
いる �44）。同事件では，青少年に有害な図書を自
動販売機へ収納することを禁止し，違反者には
処罰するとした，岐阜県青少年保護育成条例の
規定が検閲の禁止に該当するかなどが争われ
た �45）。最高裁は，「有害図書が一般に思慮分別の
未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を
及ぼし，性的な逸脱行為や残虐な行為を容認す
る風潮の助長につながるものであって，青少年
の健全な育成に有害であることは，既に社会共
通の認識になっている」として，青少年の育成
を規制目的として挙げている。この言及につい
ては，伊藤正己が補足意見においてより詳しく
解説している。伊藤によると，「青少年は，一般
的にみて，精神的に未熟であって，右の選別能
力を十全には有しておらず，その受ける知識や
情報の影響をうけることが大き」く，「青少年の
もつ知る自由を一定の制約をうけ，その制約を
通じて青少年の精神的未熟さに由来する害悪か
ら保護される必要がある」ため，青少年の知る
自由や表現の自由を侵害しているか否かについ
ては厳格な基準が適用されないという。また，
伊藤は，成人の知る自由まで制限すれば，憲法
上の厳格な判断基準が適用されて違憲とされる
こともありうることを確認したうえで，自販機
での販売禁止という包括的な規制につき，自販
機での購入は，「書店などでの購入と異なって
心理的抑制が少なく，弊害が大きいこと，審議
会の調査審議を経たうえでの個別的指定の方法
によっては青少年が自販機を通じて入手するこ
とを防ぐことができないことから」，当然に許
容されるとまではいえないが，指定範囲が必要
最小限度であり，成人の知る自由などが封殺さ
れていなければ違憲とはいえないとしている。
したがって，わが国の法令や裁判所では，青少
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年の健全な育成を促すという利益が規制目的と
して考えられているうえに，その目的を達成す
るための規制内容が必要最小限度であれば，成
人の知る自由が制限されることになったとして
も許容されうると考えられており，その利益は
重要な価値であることが示されている。もっと
も，同判決では，なぜ青少年の健全な育成とい
う規制目的が正当であると当然に認められるか
の説明が不足しているように見受けられる。ま
た，有害図書に指定された書籍の出版者が有す
る表現の自由との関係についてはほとんど言及
されておらず，補足意見において，「表現の自由
の保障を受けるに値しないと考えられる価値の
ない又は価値の極めて乏しい出版物がもっぱら
営利的な目的追求のために刊行されており，青
少年の保護育成という名分のもとで規制が一般
に受けいれられやすい状況がみられるに至っ
ている」と述べられているのみである。「わいせ
つ」ではなく青少年にとって有害にすぎない表
現まで含めた規制について違憲審査基準を緩
和するのであれば，規制目的についてのさらな
る言及が必要であったと思われる。この点に関
し，松井茂記は，一般に判断能力が未熟である
青少年を保護するための，パターナリズムに基
づいていると解しつつ，有害図書として指定さ
れる書籍がなぜ青少年に有害であるのか明らか
にされていないとして，本件での規制に疑問を
呈している 46）。なお，このパターナリズムに基
づく制約の法的性質に関しては，主に 3 つのア
プローチがこれまでに提示されている 47）。第一
は，青少年固有の「人間的に成長・発達する権
利」の実質的な保障を目的とした，保護者の生
存権や教師の教育の自由などに対する保障の一
環であると捉えるアプローチである。このアプ
ローチは，青少年が権利実現のために自ら学習
できないことを根拠としている。堀尾輝久は，
親の生存権が保障されていなければその子ども
は児童労働に追いやられてしまうように，「子
どもの発達と学習にかかわる他者との関係のな
かで，そのかかわりをもつ者の権利保障と，子
どもの権利保障は不可分の関係にある」と主張

する 48）。第二は，青少年の権利保護と成人の権
利保護を同等とみたうえで，青少年の自己決定
権に関しては発達権に不可欠な範囲内での制約
があると捉えるアプローチである。大津浩によ
れば，「子どもの人権の制約原理を論ずる場合
には，『他者性』が強く混入する『発達権』と自
己決定性を重視する『一般人権』という二つ（複
数）のその子ども自身の権利の対立の調整とし
て考えられ，そのような調整の原理として新し
い内在的制約論が構想されなければならない」
という 49）。第三は，青少年の発達権を成熟化過
程の保護として包摂的に捉えたうえで，そのよ
うな権利に基づく国および親の保護を必要最
小限にとどめる一方，子どもの自律を最大化す
るように制約内容を構築する，いわば双方の利
益のバランスと捉えるアプローチである 50）。パ
ターナリズムに対するこれらのアプローチに関
しては，海野も指摘するように，青少年の発達
権を保護するという規制目的が青少年のほかの
権利との関係からどこまで正当化できるかにつ
いて差異はあるものの，わが国での，青少年に
有害な表現に対する規制が青少年の発達権の保
護を目的としているとみていることは共通して
いるように思われる 51）。
　他方，アメリカ合衆国では，インターネット
整備に関して助成を受ける公共図書館などに対
しフィルタリングソフトウェアの導入を義務づ
けるCIPAについて，連邦最高裁が，教育や情
報を提供するために必要かつ適切な質の資料を
獲得するという伝統的な役割を公共図書館が達
成することを援助するための規定であるとの評
価を下している。特にポルノに関する資料につ
いては伝統的に図書館から排除されているの
で，議会がその資料をフィルタリングの導入な
ど合理的な形で制限することは可能であるとい
う �52）。つまり，CIPAの規制の根拠として，適切
な教育と情報の提供という図書館の役割を実現
するという観点からはポルノは不要であると伝
統的に捉えられていることが挙げられている。
また，児童オンライン保護法違憲訴訟の連邦最
高裁判決では，フィルタリングソフトウェアに
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よる規制の可能性が示されたCOPAの前身で
あるCDAにつき，議会が児童をインターネッ
ト上のポルノから護るために規定したものであ
るとの評価がなされている 53）。さらに，CDAに
関して違憲判決を下したReno判決の法廷意見
では，未成年者を有害な情報から保護するとい
う規制目的は正当で重要であるとの確認が冒頭
でなされている 54）。これらの判決では未成年者
を有害な表現から保護するという目的が正当
であるとほぼ当然に認められているが，その根
拠に関しては，これらの判決でも引用されてい
るGinsberg�v.�New�York事件判決で詳細に述
べられている。同事件では，文房具店および食
堂を経営していた被告人が，16歳の少年に女性
の裸体が写された雑誌を販売したために，未成
年者に対する有害な文書等の販売を禁止した
ニューヨーク州刑法の規定に違反するとして有
罪判決を受けたことから，同規定の合憲性が問
題となった 55）。連邦最高裁の法廷意見では，政
府には児童の健康や安全，福祉，モラルを不愉
快な言論から守るという急迫の利益を有してい
るために，成人にとっては問題ない情報でも未
成年者に発信する場合には制限されることがあ
ると述べられている 56）。そのうえで，同規定は，
両親や教師など子どもの幸福について主な責任
を負う者がその履行を補助するように規定され
た法令の援助を受ける権利を有すること，およ
び政府も独自に同様の権利を有することに基づ
いているとの考えが示されている 57）。したがっ
て，アメリカの連邦最高裁では，未成年者に対
する有害な表現の発信を制限する根拠を，子ど
もの「倫理的および道徳的な発達」を目的とし
た，両親等の子どもに対する教育の補助と政府
自身の子どもに対する教育の一環であると捉え
ているようである 58）。
　以上のように，青少年にとって有害な表現を
規制する理由については，日米両国ともに，青
少年の健全な育成を目標とした，両親等の子ど
もに対する教育に責任ある者の補助であるとの
見解が提示されている。そこで，この見解をも
とに援用可能性について考えてみると，名誉毀

損的表現などほかの有害な表現につき，青少年
に有害な表現において認められる間接的な規制
を安易に導入することは困難であるとの結論が
導かれることになる。すなわち，後者の規制に
おいては，発信者の表現の自由および受信者の
知る自由とその表現によって被害を受ける者の
名誉などの権利との関係からその可否が判断
されるのに対し，前者の規制における，発信者
の表現の自由等の対立利益は，子どもの発達権
に加え，その権利をより実質的に保障すること
を目的として，親などの教育の自由も考えられ
ており，いわば重層的な権利保障が図られてい
る。それゆえ，前者の規制はそのような強い権
利保障の要請に基づき正当化されているので，
他者の名誉などの権利を単層的に保護すること
を目的にフィルタリングソフトの導入を義務づ
けようとすれば，発信者の表現の自由等に対す
る過度の制約となってしまうおそれがある。

3 ．�表現に対する直接的な規制と間接的な規
制

　次に，フィルタリングソフトウェア等表現を
排除するような技術の導入を義務づけることで
特定の表現に脅威を与える規制の合憲性を判断
する場合と，特定の表現を法令等で直接禁止す
る規制の合憲性を判断する場合の間に差異があ
るのか，つまり後者よりも前者のほうが合憲性
を判断するにあたって緩やかな基準が採用され
るのかについて検討していきたい。
　この点に関しては，前述の通り，わが国の最
高裁でフィルタリングソフトウェア等の導入に
つき判断が下されたことがなく，また，アメリ
カの連邦最高裁でも特に言及されているわけで
はないが，児童インターネット保護法違憲訴訟
における連邦最高裁判決の相対多数意見ではこ
の点についての考えを読み取れる部分がある。
すなわち，相対多数意見では，連邦地裁が厳格
審査で判断すべきと述べたことに対し，公共図
書館は必要かつ適切な品質を備えた資料を利用
者に提供するための広い裁量を有しており，イ
ンターネット上でポルノなどをブロックするこ
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とも裁量の範囲内であるから同意できないと
述べられている。言い換えれば相対多数意見で
は，フィルタリングソフト等の導入を義務づけ
てポルノなどをブロックする規制につき，実際
にその表現を規制する公共図書館の裁量を強調
することで，厳格審査に服さないとの判断が下
されている。つまり，このような間接的な規制
については，実際に規制する者の地位や判断の
性質を考慮したうえで，国家が直接的に規制す
るよりも緩やかな判断基準が採用されることが
ありうると主張されているのである 59）。もっと
も，同事件はあくまで「助成」を「望んだ」公共
図書館等のみが導入を義務づけられており，導
入の義務づけが助成の条件にすぎず，導入の時
点で公共図書館の判断が強く介在している。ま
た，公共図書館の地位が特殊であるために，連
邦最高裁がフィルタリングソフトウェア導入の
義務づけを通じた間接的な規制につき緩やかな
判断基準を採用したとも解することができる。
したがって，この言及のみをもって間接的な規
制につき常に直接的な規制よりも緩やかな基準
が採用されていると断言することはできない。
そこで，この言及がほかの事例でも当てはまる
かについて検討していきたいと考えるが，この
問題に関しては，導入の義務づけが助成の条件
であるか否かがどれだけの違いを生じさせるの
か，つまり，助成の条件として導入を義務づけ
るほうが法令等で直接に導入を義務づけるより
も緩やかな判断基準が採用されるのかという
点，および，公共図書館の裁量が何を根拠とし
ているのかあるいはどの程度まで認められるの
かという点を分析することで示唆が得られると
思われるので，これらについて順に検討してい
きたいと考える 60）。

1 ）助成を通じた間接的な規制
　まず，助成を通じた間接的な規制の判断基準
が法令等よりも緩やかであるのかに関し，児童
インターネット保護違憲訴訟の連邦最高裁相
対多数意見では，CIPAが連邦助成の受領につ
き違憲な条件を課しているとの主張に対して，

「政府が助成プログラムを構築するためにその
公的資金を割り当てる際には，プログラムの制
約を定義する権限が与えられる」としたRust�v.�
Sullivan事件判決が引用されている。そのうえ
で，CIPAの助成プログラムは公共図書館の伝
統的な役割，つまり，教育や情報提供のために
必要かつ適切な品質の資料獲得を達成すること
の援助を意図しており，特に公共図書館は従来
からポルノの資料を排除してきたのであるか
ら，インターネットの助成プログラムにおいて
そのような制限を課すことは可能であるとの判
断が示されている 61）。
　助成プログラムを通じて特定の表現を制限す
る場合，その可否は違憲な条件を課しているの
か否かで判断することが同判決においても示さ
れているが，その詳細については，同判決でも
引用されているRust�v.�Sullivan判決で述べら
れている。同事件では，家族計画を促進する病
院や団体等に対して連邦政府から捻出される助
成金を付与する際の，社会福祉省長官による制
限の合憲性が争われた。合衆国法典第10編公衆
衛生事業法（Title�X�of�Public�Health�Service�
Act）1008条では，「中絶を家族計画の方法とし
て用いられるプログラムにおいて」，助成金が
使用されることを禁じており，社会福祉省長官
は，同法で与えられていた規則制定権に基づ
き，中絶を提供することを禁じるのみならず，
中絶を助言したり促進したりすることまで禁じ
る規則を改めて定めていた。それゆえ，助成を
受ける医師ら原告が，特定の観点に基づきこの
ような差別的な条件を課すことは，助成を受け
られない言論を処罰するに等しいため，表現の
自由を侵害するとして訴訟を提起した 62）。連邦
最高裁の法廷意見では，政府は，憲法に違反す
ることなく，公益になると考えられる特定の活
動を奨励するプログラムを選択的に助成するこ
とができると同時に，ほかの方法によってその
プログラムを実現しようとする別のプログラム
に助成しないことができ，それは単に一つの活
動に助成することを選択してほかの活動を排除
したにすぎないとの判断が示されている 63）。そ
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して，「基本権に基づく活動に対して助成しな
いという政府の決定はその権利を侵害したこと
にはならない」とした先例や「保護された活動
に政府が直接に干渉することと政府の政策に一
致するほかの活動を奨励することには根本的な
違いがある」とした先例が確認された。そのう
えで，政府には，助成プログラムを設けて公的
資金を割り当てる場合，そのプログラムの限界
を確定する権限が与えられており，またその限
界は原告が認めるよりもかなり広範であるとし
て，政府があるプログラムを補助する場合には
もう一方の類似したプログラムにも補助しなけ
ればならないとの原告の主張が退けられてい
る �64）。また，違憲な条件を課しているケースと
いうのは，政府がそのような条件を特定のプロ
グラムやサービスではなく助成金の受領者に対
して課すことにより，受領者がプログラムの範
囲外で憲法上保護された活動を禁じることに関
係していると述べられている。そのうえで，当
該規則について，議会は単に中絶に関連した活
動に公庫から助成することを拒否しただけであ
り，また，長官も連邦の助成プログラムの誠実
性を確保するためにそのような活動に対して
第10編からある程度区別することを求めてい
るだけにすぎず，これら以外で中絶に関連する
活動に従事する権利までは否定していないた
め，「違憲な条件」に該当しないと判断されてい
る �65）。
　したがって，Rust判決を参考にすれば，助成
を通じた間接的な規制は，そもそも特定の表現
を制約するものではなく，政策に基づき特定の
活動を奨励したことによって生じた影響にすぎ
ない。ゆえに，その許容される範囲は特定の表
現を直接制限する場合よりも広くなると解さ
れている。仮にこのような解釈が児童インター
ネット保護法の連邦最高裁判決にもそのまま妥
当するのであれば，法令等によってフィルタリ
ングソフト等の導入を義務づけることが憲法上
許容されるか否かについては，より厳格な判断
基準が採用されることになる 66）。

2 ）公共図書館の裁量
　次に公共図書館の裁量について，児童イン
ターネット保護法違憲訴訟連邦最高裁相対多数
意見の公共図書館に関する言及からみてみる
と，前述の通り，相対多数意見では，公共図書
館が学習や研究などを促進する役割を担う組織
であり，そのために必要かつ適切な品質を備え
た資料を収集選択する裁量が広く与えられてい
るとして，公共図書館が伝統的または指定的パ
ブリック・フォーラムであり厳格審査に服する
と判断した連邦地裁の主張が否定されている。
つまり，公共図書館はいわば利用者の学問の自
由等を補助するための組織であるとの見解が示
されている。
　他方，連邦地裁は，厳格審査に服すると判断
した根拠として，公共図書館が支持する全米
図書館協会による「図書館権利宣言（Library�
Bill�of�Rights）」や「読む自由宣言（Freedom�to�
Read�Statement）」に基づき，広範な情報とア
イディアを利用者に提供するという共通の使命
を担っていることを挙げている 67）。すなわち，
図書館権利宣言では，「書籍やそのほかの図書
館の資料はコミュニティのすべての人々の関
心，情報，啓発のために提供されなければなら
ず」，公共図書館は「現在あるいは歴史的な問題
に関してすべての観点からの資料や情報を提供
すべきであって，党派的または協議的な不承認
を理由に禁止，排除すべきでない」と規定され
ている。そして，読む自由宣言では，多数派に
とって異端あるいは不人気なものも含む，見解
や表現の多様性を出版者や図書館職員は広く確
保しなければならず，職員には自分たちの基準
などが強制されて自由が侵害されているかを
チェックする責務を負っていると規定されてい
る。それゆえ連邦地裁は，公共図書館の役割を
情報やアイディアを広く利用者に提供し流通さ
せて国民の知る自由や表現の自由に貢献するこ
とであると解し，フィルタリングの導入等はこ
れらの自由を制限するために厳格審査で判断す
べきと述べている 68）。
　公共図書館の裁量に関するこれらの判決から
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わかることは，裁量の根拠が国民の表現の自由
などと強く関係していると捉えれば間接的な規
制は厳格審査で判断され否定される可能性が高
まり，国民の表現の自由などと強く関係してい
ないと捉えれば間接的な規制は厳格審査で判断
されず肯定される可能性が高まるということで
ある。したがって，結局のところは，間接的な
規制が直接的な規制と同視できるほどに政府か
らの干渉が強ければ直接的な規制と同視すべき
であるし，そうでなければ緩やかな基準で判断
してもよいというのが連邦裁判所の立場ともい
える �69）。
　そして，このような立場に基づいた場合，イ
ンターネット上の表現の間接的な規制に関する
ほかの事例においては，直接的な規制よりも緩
やかな判断基準によって判断される可能性が高
くなると思われる。なぜなら，フィルタリング
ソフトの導入等を義務づける対象として一般的
に考えられるのはプロバイダーや民間技術者な
どであるが，これらの組織については，公共図
書館とは異なり，表現の自由など国民の権利に
貢献する役割を負っているわけではなく，国民
との間に強い結びつきは認められず，直接的な
規制と同視できるような状況は存在しないから
である。したがって，法令等を通じて問題ある
表現を直接的に規制するよりも，フィルタリン
グソフト等の導入を義務づけることで間接的に
規制するほうが裁判所に許容される可能性が高
いといえる。

Ⅵ　まとめ

　以上，本稿では，インターネット上の問題あ
る表現につきソフトウェアを通じて間接的に規
制しようとした場合，そのような規制は表現の
自由との関係から可能であるのかについて，青
少年に有害な表現に対してフィルタリングソフ
トウェアの導入を義務づける法令に関する論議
などを通じて検討を試みた。
　より具体的には，青少年に有害な表現につ
き，政府から助成を受ける際の条件として，公

共図書館に対してフィルタリングソフトウェア
の導入を義務づけたことにつき合憲とした判決
などを分析した。その結果，かかる規制は，青
少年の権利とその親などの権利を重層的に保障
しようとしていることを理由に正当化されてい
るため，名誉毀損的表現等の問題のように被害
者の権利を単層的に保障しようとしている場合
には，正当化されない可能性があるとの結論が
得られた。
　また，政府が助成を通じてソフトウェアの導
入を義務づける場合には，特定の表現を規制す
るものではないために許容される可能性が高い
が，法令等を通じてソフトウェアの導入を直接
義務づける場合には，そのように捉えることは
比較的困難であるために許容されない可能性が
ある。
　さらに，公共図書館など学習研究等を促進す
るための施設においてソフトウェアの導入を義
務づけるのであれば，その目的を理由として許
容される可能性が高いが，そうではない一般の
ネット利用者に導入を義務づけようとすれば許
容されない可能性が高い。
　よって，ソフトウェアを通じた間接的な表現
規制の可否に関して以上からわかることは，こ
れまでに裁判所等で認められたケースは条件が
きわめて揃っていたために許容されたにすぎ
ないのであって，このような規制が一般的に可
能であるとまではいえないということである。
言い換えれば，どのような表現について，どの
ような形で，どのような者に対して規制するか
によって，その許容される程度が変化するとい
うことである。今後も技術発展によって様々な
規制方法が生まれる可能性が高いコンピュー
ター・ネットワーク上の表現の問題においては，
そのように問題状況を細分化し，それぞれを個
別に分析して結論を柔軟に変えていくことがむ
しろ適切な判断方法なのかもしれない。
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ションといった表現活動を明らかに提供してい
るために限定的パブリック・フォーラムに該当
し，それゆえに公共図書館に対する表現内容の規
制は厳格審査に服することになると述べたうえ
で，プライバシースクリーンの導入など，より制
限的な規制手段が考えられることや成人の閲覧ま
でブロックしており過度に規制していることなど
を理由に違憲の判断を下している。Mainstream�
Loudoun�v.�Board�of�Trustees�of� the�Loudoun�
County�Library,�24�F.�Supp.� 2d�552�（E.D.�Va.�
1998）.�同判決は，公立図書館を限定的パブリック・
フォーラムであると評価しているため，今後の連
邦裁判所の動向に強い影響を与える裁判例とはい
えないかもしれないが，フィルタリングソフトの
導入を直接義務づけることの可否につき厳格審査
で判断された一例である。

67）201�F.�Supp.�2d�401,�420.
68）Id.
69）なお，松井茂記は連邦最高裁相対多数意見と連邦

地裁の判決内容の相違の原因を収集と撤去を区別
しているか否かの違いと解している。つまり，連
邦地裁は同事件におけるフィルタリングが資料を
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撤去する場合に該当し，それゆえに図書館の裁量
は資料を収集する場合よりも狭くなり厳格審査に
服することになる。一方で，連邦最高裁相対多数
意見では「図書との収集拒否といったん収集され
たあとの図書等の書架からの撤去の事例とを区
別しようとする姿勢は見られない」という。加え
て松井は，「インターネット上のフィルタリング
を，図書館職員による図書の購入の専門的裁量の
行使と同一視できるのかどうかにも疑問がありう

る」こと，物理上および予算上の制約がないイン
ターネットにつきフィルタリングを通じて提供価
値のあるものだけを提供する必然性はないことな
どを理由に相対多数意見を批判している。松井茂
記『図書館と表現の自由』52-56ページ（岩波書店，
2013年）。

� （2016年 7 月15日掲載決定）
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